
※予防接種の対象年齢などはお問い合わせください。
①おたふくかぜ（4,000円）
②みずぼうそう（6,000円）
③麻しん風しん（7,000円）
④Ｂ型肝炎（18,000円）
⑤インフルエンザ（１回目3,000円、２回目2,500円）
▶助成要件
①町内に住所がある人
②�原則、各ワクチンで定められている接種回数を完
了した人

▶手続き
　健康福祉課で配布している所定の申請書に領収書
と明細書を添えて提出してください。※印鑑を持参
してください。
▶申請期限
　令和７年４月４日（金）
問健康福祉課☎65-8991

健康福祉ネットワーク【問い合わせ先】健康福祉課 ☎65-8991（健康推進室）☎65-8992（福祉推進室）
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鈴木町長から委嘱状を受け取る新妻さん㊧

 地域住民の健康を支える

 保健委員67人に委嘱状
　４月２日、町保健委員の委嘱状交付式がまき×ま
きホールで開催されました。
　各地区の保健委員は67人で、代表して新妻昌代さ
ん（小田）が鈴木重男町長から委嘱状を受け取りま
した。鈴木町長は「委員の活動のおかげで、病気の
早期発見など、助かる命につながっている。町民の
健康増進の一助を担う役割として、今後も活動を継
続していただきたい」と委員を激励しました。
　引き続き保健委員協議会（新妻昌代会長）の総会
が開催され、新妻会長は「保健委員の活動は自分や
家族に留まらず、周囲の皆さんの健康づくりの参考
となる。今回の総会では積極的に議論しましょう」
とあいさつ。その後保健師から生活習慣病予防健診
についての説明が行われ、委員の皆さんは健診で使
用する各種書類の確認や今後の活動について情報交
換を行うなど、保健委員としての意識を高め合いま
した。

２組の家族に出産祝金交付

町民みんなで支える子育て
　出産祝金交付式が３月19日にくずま～るで行われ、鈴木重男町
長が２組の親子に祝い金を手渡しました。
　鈴木町長は「次代を担う子どもたちを、町民みんなで支えてい
くような環境をつくっていきたい。皆さんからも外部に町の取り
組みを発信し、人を呼び込んでほしい」と呼び掛けました。
　祝い金を受け取った竹花光紀さん（新町）は、「葛巻町に生まれ
たことを誇りに思って、郷土愛あふれる子に育ってほしいです」
と話し、子どもの健やかな成長を願っていました。
　なお、令和５年度は17組の家族に出産祝い金が交付されました。
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助成対象者（過去に助成を受けた人は対象外です） 接種回数 助成限度額

65歳　（昭和34年４月２日生～昭和35年４月１日生）
※今年度からこの年齢以外での助成はなくなりましたので、
　ご注意ください。 １回

6,000円
※�自己負担は2,000円程度で、医療
機関によって異なります。生活保
護世帯の人は無料です。60 ～ 64歳の人で、心臓、じん臓、呼吸器機能などに障

がいがある人（身体障がい者手帳１級を持つ人）

接種費用を助成 高齢者用肺炎球菌ワクチン
■ＨＩＶ抗体検査などを実施します
　県央保健所では、ＨＩＶ抗体検査などの定
例検査を次のとおり行います。
▶実施する検査
　①ＨＩＶ抗体検査
　②肝炎ウイルス検査
　③性器クラミジア感染症病原体検査　　　
　④梅毒検査
▶日程
　①�夜間（17時～ 18時45分）
　　原則毎月第１水曜日
　②�日中（�９時15分～ 11時）
　　原則毎月第２、第３水曜日
　※月によって変更することがあります。
問県央保健所☎019-629-6569

■遺伝に関する相談に応じます
　県央保健所では、自分や家族の遺伝の病気
に関する相談に応じています。
※遺伝子検査は行っておりません。
▶一次相談（保健師による相談）
　月～金　９時～ 16時
▶二次相談（遺伝相談医による相談）
　原則毎月第２水曜日　14時
　※７月は第４水曜日、８月は休みです。
　※�二次相談は一次相談の結果、遺伝医学に
基づいた相談が必要な人などが対象です。

▶申し込み
　電話で申し込みください。
問県央保健所☎019-629-6569

  県央保健所からのお知らせ
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●肺炎球菌とは
　肺炎球菌は、肺炎のほか、慢性気道感染症、中耳炎、副鼻腔炎、肺血症、髄膜炎の原因になる菌と
して知られています。肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25～ 40％を占め、特に高齢者は重篤化
する可能性が高いと言われています。

※�秋以降はインフルエンザなどの感染症が流行するので早めの接種を推奨しています。

　町では、子どもを対象とする予防接種のうち、任
意の予防接種費用をくずまき商品券で助成します。
詳しくはお問い合わせください。
▶助成対象の予防接種（助成限度額）

 くずまキッズ予防接種事業  スポーツ習慣化促進事業

　町では、生活習慣の改善を行い健康寿命を延伸す
るため、町が指定するスポーツを行った人にくずま
き商品券で助成金を交付します。詳しくはお問い合
わせください。
▶対象者の主な要件
　町内に住所を有し、居住する18歳以上の人（高校
生除く）　
▶対象となるスポーツ
　①�ウォーキング（10㎞ごとに500円または15,000
歩ごとに500円）

　②ランニング（10㎞ごとに500円）
　③サイクリング（50㎞ごとに500円）
　※いずれも端数は切り捨てです。
▶交付上限額
　①ウォーキングとランニング（合計）　１万円
　②サイクリング　１万円
▶手続き
　健康福祉課で配布している申請書などに必要事項
を記入し、スポーツ活動を記録したスマートフォン
アプリと本人確認書類などを提示してください。
問健康福祉課☎65-8991

　令和６年度の肺炎球菌ワクチン接種の助成対象者は次のとおりです。　令和６年度の肺炎球菌ワクチン接種の助成対象者は次のとおりです。
　接種を希望する人は医療機関に予約してください。生活保護の人および　接種を希望する人は医療機関に予約してください。生活保護の人および
町外の医療機関で接種を受ける人は、事前に健康福祉課で必要書類を受け町外の医療機関で接種を受ける人は、事前に健康福祉課で必要書類を受け
取ってください。取ってください。
問健康福祉課☎65-8991問健康福祉課☎65-8991


